
オフィス機器・IT機器のリース

リースの特長

リース・割賦販売の対象物件

主なメリット

オペレーティング・リースなら、もっとお得

ノートPC デスク
トップPC
/ モニター

タブレット 携帯用
デバイス

コピー機 オフィス用
プリンター

プロジェ
クター

TV

サーバー
/ ストレージ

ネットワーク
機器

監視カメラ ビデオ会議
システム

バーコード
スキャナー

バーコード
プリンター

社内電話
交換機

初期投資を抑えて最新機種を入手

オフバランス効果

社外での使用も保険でカバー

効率的な機種変更

リース期間中に償却することにより、
法定耐用年数の経過を待たずに最新
機種へとアップデートできます。

1件15万バーツ以下のリース取引
は賃貸借処理（オフバランス）が
できます。

機器処分の煩わしさを解消

リース期間終了後は機器を返却する
だけ。リサイクルや廃棄など処理の
手間がかかりません。

リースなら多額の初期費用をかけることなく、最新機器
を入手することができます。

ノートPCやタブレットなどＩＴ機器に最適な保険の適
用により、自宅はもちろん屋外など会社の外で発生した
破損や盗難などもカバーされます。*

*加入している保険条件に準じます。

無停電
電源装置
(UPS)

*CPA（監査法人）の判断に委ねられます。
詳しくはお客様の会計士の方にご相談ください。

Thai ORIX Leasing Co., Ltd.

© COPYRIGHT 2022 ALL RIGHTS RESERVED. THAI ORIX LEASING CO.,LTD.



お客さまのニーズ
技術革新に対応した最新の機器を

ご利用になりたい
耐用年数が長い機器を資産として

保有されたい

契約期間 1年～5年 1年～5年

税務上の取扱い リース料金は全額損金計上 法定耐用年数に応じて減価償却を計上

契約あたりの最低売買金額 100,000 バーツ 100,000 バーツ

契約期間満了時の選択肢
物件をご返却もしくは契約更新

（当初の契約額300,000 Baht以上の場合）

物件の所有権はお支払が
完了した時点でお客さまに移転

お申し込みからご契約までの流れ

お客さまに選ばれる理由

OA・IT機器リース
で20年以上の経験
によるノウハウ

タイ国内における
OA・IT機器リース
業界を牽引

迅速なレスポンスと
与信審査で、
スピーディに調達

設備投資、2つの手段「リース」と「割賦販売」の違いは？

リース 割賦販売

物件の選定 購入先の選定
必要に応じてオリックス
よりご提案

リース見積書
の提示

リース契約
の締結

お申込み条件 審査必要書類

• 設立3年以上
• 年間売上高 1千万タイバーツ以上
• 税引前利益が直近の3年連続でプラス

• 会社登記証明書のコピー
• 署名権者のIDカードと住所証明書のコピー
• 署名権者が外国人の場合は、パスポートと労働許可証のコピー
• 商業登記証とVAT登録番号(PhorPhor.20)のコピー
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サービスの詳細や見積もりのご依頼など、
お気軽にお問い合わせください。

日本人営業担当 森（モリ）
+66 (0)2-792-4545
Jumpei.m@orix.co.th

555 Rasa Tower II, Unit 1801, 18th and 19th Floor,
Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

https://www.orix.co.th

Thai ORIX Leasing Co., Ltd. 

ご連絡フォーム


